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提出された意見等の概要とこれに対する考え方 

 

 

案件名 ： 兵庫県マンション管理適正化推進計画 

意見募集期間 ： 令和４年１月 20 日～令和４年２月９日 

意見等の提出件数 ： 39 件（７人） 

項目等 意見等の概要 件数 県の考え方 

４(1)管理

状況の把握 

（本文 10 ページ） 

ストックの調査や管理組合に

対するアンケート調査はどのよ

うに行っているのか。管理組合

の郵便受けがないため調査票が

届かないことも考えられるの

で、まず郵便受けを作ってもら

う必要があるのではないか。 

 

１ 〔計画の推進に際し参考とします〕 

マンションのストック調査は

市町と連携し、建物の規模、構

造、住戸数等の情報を調査して

います。管理組合に対するアン

ケート調査は、アンケート票の

郵送に加え、回答がないマンシ

ョンに対して個別に訪問し回答

の回収に努めました。郵便受け

の設置の促進については、今後

の施策の推進に参考とします。 

４(1)管理

状況の把握 

（本文 10 ページ） 

管理への関心が低い管理組合

に対するプッシュ型の支援とは

どのようなものを想定している

のか。 

 

１ 〔その他（質問への回答）〕 

管理組合の主体的な取組に対

する従来型の支援と異なり、プ

ッシュ型の支援は、県から管理

組合に対して働きかけて管理状

況診断を行うことで課題を明確

化し、その解決に向けた専門家

派遣などの支援を想定していま

す。 

４(2)管理

組合の運

営・体制 

（本文 11 ページ） 

将来マンション居住となる予

備軍である子供たちに対して、

区分所有者となった時の責務な

どに関する教育を行うべきでは

ないか。 

１ 〔計画の趣旨に一致しています〕 

本文 11 ページ４(2)③に記載

のとおり「マンション管理の適

正化を推進するための情報につ

いて、セミナーの開催等を通じ

て普及・啓発」を行うこととし

ており、次代を担う子どもたち

に対しても普及・啓発を行いま

す。 
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４(2)管理

組合の運

営・体制 

（本文 11 ページ） 

管理計画認定制度は複雑な制

度となっているので、一般の方

でも理解しやすいパンフレット

の作成を行っていだきたい。 

１ 〔計画の趣旨に一致しています〕 

管理計画認定制度について

は、国土交通省が一般の方向け

のパンフレットなどを作成して

おり、県においても認定事務ガ

イドラインを作成し公表する予

定であり、これらを活用し、制

度の普及・啓発を行うこととし

ます。 

４(2)管理

組合の運

営・体制 

（本文 11 ページ） 

管理計画認定制度の普及に向

けて相談窓口の充実や管理組合

にマンション管理士を派遣し説

明できる体制の整備をお願いし

たい。 

１ 〔計画の趣旨に一致しています〕 

相談窓口の設置や外部専門家

の派遣については、本文 11 ペ

ージ４(2)③「管理計画認定制

度等について、相談窓口の設置

等を通じて普及・啓発を行

う。」及び「区分所有者等の認

識の向上を図るため、管理組合

に対して勉強会の講師等を行う

外部専門家を派遣する。」と記

載しています。 

４(2)管理

組合の運

営・体制 

（本文 11 ページ） 

管理会社に管理業務を委託す

ることで、管理組合の主体性が

低下する場合があるので、その

対策が必要ではないか。 

１ 〔計画の趣旨に一致しています〕 

本文 10 ページ４(2)①におい

て、「区分所有者等が管理組合

の運営に積極的に参加し、外部

専門家の支援を受けながら、管

理組合が主体となって適正なマ

ンション管理が行われる」こと

を将来像とし、その対策として

本文 11 ページ４(2)③におい

て、「マンション管理の適正化

を推進するための情報等につい

て、相談窓口の設置やセミナー

の開催等を通じて普及・啓発を

行う」ことなどを記載していま

す。 
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４(2)管理

組合の運

営・体制 

（本文 11 ページ） 

管理会社が専門知識が十分で

はない区分所有者に対して、管

理組合の考えとは異なる運営に

誘導する場合があり、何らかの

対策が必要ではないか。 

１ 〔計画にご意見を反映しました〕 

概要及び本文 11 ページ４(2)

③に「マンションの適正な管理

運営、計画的な修繕・建替等に

おいて、専門的な見地から管理

組合に対してアドバイスを行う

外部専門家を派遣する。」を追

記します。 

４(2)管理

組合の運

営・体制 

（本文 11 ページ） 

「管理状況診断」とは関係団

体が行う診断サービスや評価制

度のことか。それとも独自の診

断を行うということか。 

１ 〔その他（質問への回答）〕 

「管理状況診断」は、管理状

況を把握し課題を明確にするこ

とを目的とした県独自の診断で

あり、関係団体が行う診断や評

価制度とは別の制度です。 

４(2)管理

組合の運

営・体制 

（本文 11 ページ） 

分譲当初の管理組合の管理水

準を向上させるために、分譲会

社や分譲当初から管理を受託す

る管理会社に対する施策が必要

ではないか。 

また、区分所有者間のコミュ

ニティ形成に資する支援が必要

ではないか。 

１ 〔計画の趣旨に一致しています〕 

分譲会社や管理会社に対する

施策については、本文 15 ペー

ジ５(4)に「マンション管理業

者は、管理組合から管理事務の

委託を受けた場合には、誠実に

その業務を行う必要がある。」

と記載しており、「マンション

分譲会社は、管理組合の立ち上

げや運営の円滑化のため、分譲

時に管理規約や長期修繕計画、

修繕積立金の金額等の案につい

て適切に定めるとともに、これ

らの内容を購入者に対して説明

し理解を得るよう努める必要が

ある。」と記載しています。 

また、区分所有者間のコミュ

ニティ形成に資する支援につい

ては、本文 12 ページ４(6)③に

「良好なコミュニティ形成等に

資する防災訓練や防災マニュア

ルの作成等に取り組む管理組合

に対して必要な情報を提供し、

外部専門家を派遣する。」と記

載しています。 
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４(2)管理

組合の運

営・体制 

（本文 11 ページ） 

区分所有者の意識が低いた

め、支援だけではなく県又は市

による管理組合への指導が必要

ではないか。 

１ 〔計画の趣旨に一致しています〕 

管理水準が低い管理組合への

指導等については、本文 11 ペー

ジ４(2)③「管理水準が低い管理

組合を把握した場合、必要に応

じてプッシュ型の支援や助言・

指導等を行う。」と記載していま

す。 

４(2)管理

組合の運

営・体制 

（本文 11 ページ） 

プッシュ型の支援や助言・指

導等を行う「管理水準の低い管

理組合」とはどのような管理組

合か。 

１ 〔その他（質問への回答）〕 

「管理水準の低い管理組合」

は本文８ページ３(2)マンショ

ン管理の実態で分類したⅠ～Ⅲ

のマンションの管理組合などを

想定しています。 

４(2)管理

組合の運

営・体制 

（本文 11 ページ） 

「支援を検討する」とされて

いる部分は「支援する」とすべ

きではないか。 

１ 〔その他〕 

既存の制度については「～す

る」とし、今後新たに実施する

施策については、「～を検討す

る」と表現しています。 

４(2)管理

組合の運

営・体制 

（本文 11 ページ） 

管理状況診断の結果を踏まえ

てマンション管理組合担い手支

援を行い、管理水準が高まった

マンションについては管理計画

の認定を受けるという流れを作

っていただきたい。 

１ 〔計画の趣旨に一致しています〕 

本文 10 ページ４図 16 にある

とおり、管理状況診断の結果を

踏まえて、管理状況に応じた支

援を行い、管理水準を向上させ

ることで、管理計画の認定につ

なげていくことを想定していま

す。 

４(2)管理

組合の運

営・体制

(3)長期修

繕計画（資

金計画を含

む） 

（本文 11 ページ） 

修繕工事にあたっての共用部

分の考え方、共用部分と専用部

分が混在する場合の修繕方法と

費用負担、管理組合の管理費の

管理方法などについて県として

指針を作成しないのか。 

１ 〔その他〕 

修繕工事における共用部分の

取扱いや管理費の管理方法など

は、マンションの状況を踏ま

え、管理組合が必要に応じて管

理規約等の見直しなどの取組を

行うものと考えられます。県と

しては指針を作成するのではな

く、相談窓口の設置や外部専門

家の派遣等により、このような

取組を行う管理組合を支援する

こととしています。 
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４(3)長期

修繕計画

（資金計画

を含む） 

（本文 11 ページ） 

「融資を活用する管理組合に

対する支援」とは、県独自の優

遇措置を行うということか。 

１ 〔その他（質問への回答）〕 

「融資を活用する管理組合に

対する支援」とは、住宅金融支

援機構が行う「マンション共用

部分リフォーム融資」を活用す

る際の管理規約の改正や修繕積

立金の滞納解消などの必要な措

置について、外部専門家の派遣

により支援することを想定して

います。 

４(3)長期

修繕計画

（資金計画

を含む） 

（本文 11 ページ） 

管理組合が自ら適正な修繕工

事の見積りをとれるよう、適正

な見積りを依頼できる団体や管

理組合に対する支援が必要では

ないか。 

１ 〔その他〕 

国土交通省が創設した住宅リ

フォーム事業者団体登録制度で

は、消費者がトラブルなく安心

してリフォームできるよう、国

土交通省が一定基準に達した事

業者団体を登録しており、ホー

ムページで登録団体や当該団体

に所属する事業者を検索するこ

とができます。 

また、国土交通大臣指定の相

談窓口である住まいるダイヤル

では、リフォーム見積チェック

サービスを無料で行っており、

契約前に見積り等のチェックを

受けることができます。 

４(3)長期

修繕計画

（資金計画

を含む） 

（本文 11 ページ） 

水漏れの原因をその都度実費

負担で調査しなければならない

場合、初動が遅れ被害が大きく

なるため、給排水管の共用部か

らの水漏れに対する保険や水漏

れ箇所の調査に保険をかけるこ

とを推奨すべきではないか。 

１ 〔計画の推進に際し参考とします〕 

マンション管理の適正化を推

進するための情報として、今後

の計画の推進に際し検討の参考

とします。 

４(3)長期

修繕計画

（資金計画

を含む） 

（本文 11 ページ） 

マンションの維持修繕を行う

上で必要となる設計図書の保管

の義務化を検討してはどうか。 

１ 〔その他〕 

マンション標準管理規約にお

いて、管理組合はマンション管

理適正化法第 103 条に基づく設

計図書の管理を行うこととされ

ているため、義務化を求めるこ

とは検討していません。 
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４(4)再生

等への備え 

（本文 12 ページ） 

高経年マンションでは、IH 調

理器への交換をしたくても電気

容量に上限があるため、早い者

勝ちになるようなケースが多く

見られる。電気容量の不足が空

き住戸の増加につながる場合な

どがあるため、管理組合として

の対応が必要となってきている

ことから、管理組合による調査

や改修に対する補助、専用部の

電気設備の改修に関する管理規

約等の対応について検討しては

どうか。 

１ 〔計画の推進に際し参考とします〕 

高経年マンションの再生等に

向けた早めの準備を促進するた

めの施策として、今後の計画の

推進に際し参考とします。 

４(5)情報

開示 

（本文 12 ページ） 

マンション購入予定者等の

「等」は何をさしているのか。

購入予定者以外への情報開示は

不要ではないか。 

１ 〔その他（質問への回答）〕 

「マンション購入予定者等」

はマンション購入予定者以外

に、売買の仲介を依頼された宅

地建物取引業者を想定していま

す。 

また、購入予定者への適切な

情報提供を進める上で当該業者

への情報開示は必要と考えてい

ます。 

なお、管理計画の認定を受け

たマンションについて、情報開

示に同意した管理組合の認定状

況について、公益財団法人マン

ション管理センターのホームペ

ージで公表されることとなりま

す。 

４(5)情報

開示 

（本文 12 ページ） 

情報開示の対象は管理計画の

認定を受けたマンションのみな

のか。 

１ 〔その他（質問への回答）〕 

管理計画の認定を受けたマン

ションについて、情報開示に同

意した管理組合の認定状況が、

公益財団法人マンション管理セ

ンターのホームページで公表さ

れることとなります。 
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４(5)情報

開示 

（本文 12 ページ） 

区分所有者の管理組合運営へ

の参画意識の向上やマンション

購入予定者に対して購入判断基

準の一つを具体的に見える形で

表示できるようにするため、管

理計画の認定を受けたマンショ

ンの管理組合に対して「マンシ

ョン管理適正化マーク」を交付

するなどの制度を設けてはどう

か。 

１ 〔計画の推進に際し参考とします〕 

認定を取得したマンションの

情報開示については、申請者の

同意の上、マンションの名称等

が公益財団法人マンション管理

センターのホームページで公表

される予定となっており、区分

所有者における管理意識の向上

や市場での適性評価が期待され

ています。 

ご意見をいただいた「マンシ

ョン管理適正化マーク」につい

ても、当該マンションの区分所

有者だけではなく、市場での適

性評価に効果をもたらすために

は、その普及を図る上で全国的

な制度運用が必要と考えるた

め、今後、国や市との役割分担

を踏まえつつ、検討します。 

４(5)情報

開示 

（本文 12 ページ） 

高経年マンションでは修繕積

立金が不足し融資を受ける場

合、滞納額が少なく、適正な長

期修繕計画があれば、マンショ

ンを認定することで、金融機関

の評価が上がる制度を検討して

はどうか。 

１ 〔その他〕 

改修工事等に対する金融機関

からの融資では、管理費等の滞

納状況や長期修繕計画などの内

容が適切であるか一定の審査が

行われる場合が想定されます。

法改正に伴う管理計画認定制度

においても、同様の項目に関す

る審査が行われるため、各金融

機関が融資を実施する際に、参

考とすることが考えられます。 

なお、住宅金融支援機構で

は、管理計画の認定を取得した

マンションの取得等に対し、一

定期間の借入金利を引下げる制

度が、令和４年度以降に創設さ

れると聞いています。 
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４(6)その

他 

（本文 12 ページ） 

「防災訓練に取り組む管理組

合に対して外部専門家を派遣」

とあるが、「ひょうご防災特別

推進員制度」を想定しているの

か。この制度における派遣費用

について、改善が必要ではない

か。 

１ 〔その他〕 

外部専門家の派遣について

は、ひょうご住まいサポートセ

ンターが行うマンションアドバ

イザー派遣を想定しています。 

「ひょうご防災特別推進員制

度」に対するご意見について

は、ひょうご防災特別推進員を

派遣している、ひょうご安全の

日推進県民会議事務局に伝えて

おきます。 

４図 17 相

談・専門家

派遣等の施

策のイメー

ジ 

（本文 13 ページ） 

マンション管理組合担い手支

援について大変期待している。

できるだけ多くの管理組合が活

用できるような制度としてほし

い。 

１ 〔計画の推進に際し参考とします〕 

マンション管理組合担い手支

援を活用できる管理組合の要件

など、今後の検討の参考としま

す。 

４図 17 相

談・専門家

派遣等の施

策のイメー

ジ 

（本文 13 ページ） 

マンション管理組合担い手支

援事業など、管理水準の低いマ

ンションに対する支援だけでは

なく、管理水準が高いマンショ

ンに対する支援が必要ではない

か。 

１ 〔計画の趣旨に一致しています〕 

管理水準が高いマンションに

対しては、管理計画の認定を受

ける上で必要となる外部専門家

の派遣などの支援を行うことと

しており、本文 13 ページ４図

17 マンションアドバイザー（外

部専門家）派遣の中に「管理計

画認定に向けた支援」及び「課

題解決支援」と記載していま

す。 

４ マンシ

ョンの管理

の適正化の

推進を図る

ための施策 

（本文 10 ページ） 

「課題を解消するための」は

「課題を解決するための」では

ないか。 

１ 〔計画にご意見を反映しました〕 

ご意見を踏まえ、「課題を解

決するための」に修正します。 
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５(4)マン

ション管理

業者等の役

割 

（本文 15 ページ） 

管理会社の悪質な行為に対し

て罰則が必要ではないか。 

１ 〔その他〕 

マンション管理業者とのトラ

ブルについては、ひょうご住ま

いサポートセンターの相談窓口

やマンション管理士等の外部専

門家に相談することが考えられ

ます。 

 なお、マンション管理業者が

業務に関し、管理組合等に損害

を与えたときや、その公正を害

する行為をしたときなどは、国

土交通大臣がマンションの管理

の適正化の推進に関する法律に

基づき、監督処分を行うことと

されています。 

７(2)管理

規約 

（本文 17 ページ） 

エの各項目に記載されている

カッコ内の参照条項番号が、マ

ンション標準管理規約（単棟

型）の条項番号であることの注

意書きが必要ではないか。 

１ 〔計画にご意見を反映しました〕 

ご意見を踏まえ、「※括弧内

はマンション標準管理規約（単

棟型）の条項番号」を追記しま

す。 

７(2)管理

規約 

（本文 17 ページ） 

エ（カ）役員の欠格条件は、

マンション標準管理規約（単棟

型）コメント第 36 条の２関係

①に記載のとおり、外部の専門

家を役員に選任する際に必要と

なる規定で、成年後見、破産

者、刑罰の執行など極めて個人

的な情報を開示する必要がある

ため、無条件に推奨すべきでは

ない。 

１ 〔計画にご意見を反映しました〕 

ご意見を踏まえ、本文 17 ペ

ージ７(2)エ「(カ) 役員の欠

格条件（第 36 条の２）」を削除

します。 



10 
 

７(3)管理

組合の経理 

（本文 18 ページ） 

「修繕積立金の積立方式を均

等積立方式としていること、又

は段階増額方式で集会の決議を

経て長期修繕計画に基づき修繕

積立金額を増額していること」

という認定基準について、法人

である区分所有者が多数を占め

る場合、実際の修繕の際に一時

金として支払いたいとする場合

があり、対応できない可能性が

ある。 

１ 〔その他〕 

法人である区分所有者が多数

を占める場合でも、一括で徴収

するのではなく、長期修繕計画

に基づき必要な修繕積立金が計

画的に積み立てられることが望

ましいことから、原案のままと

します。 

７(4)長期

修繕計画の

作成及び見

直し等 

（本文 18 ページ） 

「長期修繕計画の計画期間が

30 年以上で、かつ、残存期間内

に大規模修繕工事が２回以上含

まれるように設定されているこ

と」という認定基準について、

新技術の導入等により工事の周

期が 16 年以上となる場合、30

年で計画した長期修繕計画では

計画期間内に工事が１回しか含

まれないが、それでも認定を取

得できないのか。 

１ 〔その他（質問への回答）〕 

当該基準は、マンションの管

理の適正化の推進に関する法律

施行規則第１条の４第２号の規

定によるものであり、残存期間

内に大規模修繕工事が２回以上

含まれるようにする必要がある

ため、工事の周期が 16 年周期

であれば、32 年以上の計画と

し、残存期間内に大規模修繕工

事が２回以上含まれる必要があ

ると考えられます。 

７(4)長期

修繕計画の

作成及び見

直し等 

（本文 18 ページ） 

「管理状況について外部専門

家等の意見を７年以内に求めて

いること」という管理計画の認

定基準に対応するため、外部専

門家に意見を求める際の費用へ

の支援等が必要ではないか。 

１ 〔計画の趣旨に一致しています〕 

ひょうご住まいサポートセンタ

ーが実施するマンションアドバ

イザー派遣事業を活用すれば、

管理組合が費用負担することな

く外部専門家の意見を求めるこ

とが可能となります。 

７(4)長期

修繕計画の

作成及び見

直し等 

（本文 18 ページ） 

「管理状況について外部専門

家等の意見を７年以内に求めて

いること」という管理計画の認

定基準にある「外部専門家等」

に管理会社は含まれるのか。 

１ 〔その他（質問への回答）〕 

「外部専門家等」は管理組合

にとっての第３者や区分所有者

であるマンション管理士を想定

しており、当該マンション管理

組合から管理業務を受託してい

る管理会社に所属するマンショ

ン管理士は含まれません。 
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７(4)長期

修繕計画の

作成及び見

直し等 

（本文 18 ページ） 

「管理状況について外部専門

家等の意見を７年以内に求めて

いること。なお、長期修繕計画

に関して指摘事項があった場合

は、必要に応じて適切に対応し

ていること」という認定基準に

ついて、「外部専門家等」「意

見」「求め」「必要に応じて適切

に対応」という表現があいまい

になっている。明確にしていた

だきたい。 

１ 〔その他（質問への回答）〕 

「外部専門家等」とは管理組

合にとっての第３者や区分所有

者であるマンション管理士を、

「意見を求める」とはマンショ

ンの管理状況について、外部専

門家等に診断してもらうことを

想定しています。また、「必要

に応じて適切に対応」とは、例

えば修繕履歴を管理するように

という指摘に対し、認定申請ま

でに修繕に関する履歴や図書等

を収集し管理事務所に保管する

ことなど、指摘をうけた内容に

ついて適時・適切に改善するた

めの取組を行っていただくこと

を想定しています。詳しい考え

方については、認定事務ガイド

ライン（仮称）を作成し、公表

する予定です。また、ひょうご

住まいサポートセンターが実施

する「マンションアドバイザー

派遣」を活用し、外部専門家の

意見を求めることが可能です。 

７(5)その

他 

（本文 18 ページ） 

「７年以内に合意形成に向け

た検討が行われていること」と

は、具体的に何を指すのか。 

２ 〔その他（質問への回答）〕 

将来的には建替以外の選択肢

も含めた再生等が必要であると

認識することが重要であり、そ

のための準備には時間を要する

ことから、特に高経年マンショ

ンにおいて、検討の素地を整え

る必要があると考えています。

具体的には、建物等の老朽度の

確認やアンケートによる住民ニ

ーズの把握などを想定していま

す。詳しい考え方については、

認定事務ガイドライン（仮称）

を作成し、公表する予定です。 

７(5)その

他 

（本文 18 ページ） 

「災害時に必要となる道具・

備品・非常食類の備蓄」とは、

誰が行うものか。 

１ 〔その他（質問への回答）〕 

管理組合が行うことを想定し

ています。 
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７ マンシ

ョン管理適

正化指針

（管理計画

認定基準） 

（本文 17 ページ） 

県と各市の管理計画の認定基

準が異なると、マンション市場

に混乱を生じる可能性があるの

で統一すべきではないか。 

１ 〔その他〕 

マンション管理適正化法第５

条の４に基づく認定基準は、全

国共通の基準として定められて

いるもののほか、「マンション

の管理の適正化の推進を図るた

めの基本的な方針」（令和３年

国土交通省告示第 1286 号）六

４で「地域の実情を踏まえたマ

ンションの管理に求められる観

点や水準を定めることが望まし

い」とされているとおり、都道

府県等が地域の実情を踏まえて

定めることが可能とされていま

す。 

なお、本文２ページ１に記載

のとおり、県の認定基準を含む

本計画を参考に各市域における

計画が策定されるよう、県内各

市に対し本計画の周知を図りま

す。 

 


